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◎
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
定 
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款 

法
定
財
産
制
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第
七
百
六
十
条
―
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第
五
編 

〔
略
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（
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
と
時
効
の
完
成
猶
予
） 

第
百
五
十
八
条 

〔
略
〕 

２ 

未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
が
そ
の
財
産
を
管
理
す
る
親
又
は
後
見
人

に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見

人
が
行
為
能
力
者
と
な
っ
た
時
又
は
後
任
の
法
定
代
理
人
が
就
職
し
た
時
か
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（
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
と
時
効
の
完
成
猶
予
） 

第
百
五
十
八
条 

〔
略
〕 

２ 

未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
が
そ
の
財
産
を
管
理
す
る
父
、
母
又
は
後

見
人
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被

後
見
人
が
行
為
能
力
者
と
な
っ
た
時
又
は
後
任
の
法
定
代
理
人
が
就
職
し
た



  

二

ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
、
時
効
は
、
完

成
し
な
い
。 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
間
の
権
利
の
時
効
の
完
成
猶
予
） 

第
百
五
十
九
条 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
他
の
一
方
に
対
し
て
有
す
る
権
利

に
つ
い
て
は
、
婚
姻
の
解
消
の
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、

時
効
は
、
完
成
し
な
い
。 

  

（
近
親
者
に
対
す
る
損
害
の
賠
償
） 

第
七
百
十
一
条 

他
人
の
生
命
を
侵
害
し
た
者
は
、
被
害
者
の
親
、
配
偶
者
及

び
子
に
対
し
て
は
、
そ
の
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、

損
害
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
離
婚
等
に
よ
る
姻
族
関
係
の
終
了
） 

第
七
百
二
十
八
条 

〔
略
〕 

２ 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
生
存
配
偶
者
が
姻

族
関
係
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
表
示
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

  

（
婚
姻
の
届
出
） 

第
七
百
三
十
九
条 

婚
姻
は
、
異
性
又
は
同
性
の
当
事
者
が
、
戸
籍
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ

時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
、
時
効
は
、

完
成
し
な
い
。 

  

（
夫
婦
間
の
権
利
の
時
効
の
完
成
猶
予
） 

第
百
五
十
九
条 

夫
婦
の
一
方
が
他
の
一
方
に
対
し
て
有
す
る
権
利
に
つ
い
て

は
、
婚
姻
の
解
消
の
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
、

完
成
し
な
い
。 

  

（
近
親
者
に
対
す
る
損
害
の
賠
償
） 

第
七
百
十
一
条 

他
人
の
生
命
を
侵
害
し
た
者
は
、
被
害
者
の
父
母
、
配
偶
者

及
び
子
に
対
し
て
は
、
そ
の
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
損
害
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
離
婚
等
に
よ
る
姻
族
関
係
の
終
了
） 

第
七
百
二
十
八
条 

〔
略
〕 

２ 

夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
生
存
配
偶
者
が
姻
族
関
係
を

終
了
さ
せ
る
意
思
を
表
示
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

  

（
婚
姻
の
届
出
） 

第
七
百
三
十
九
条 

婚
姻
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四

号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生



 

三

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

２ 
〔
略
〕 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
の
氏
） 

第
七
百
五
十
条 

婚
姻
の
当
事
者
は
、
婚
姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
の
氏
を
称
し
、
又
は
各
自
の
婚
姻
前
の
氏
を
称
す
る
。 

  

（
生
存
配
偶
者
の
復
氏
等
） 

第
七
百
五
十
一
条 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
生
存
配
偶

者
は
、
婚
姻
前
の
氏
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
同
居
、
協
力
及
び
扶
助
の
義
務
） 

第
七
百
五
十
二
条 

婚
姻
の
当
事
者
は
同
居
し
、
互
い
に
協
力
し
扶
助
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
間
の
契
約
の
取
消
権
） 

第
七
百
五
十
四
条 

婚
姻
の
当
事
者
間
で
し
た
契
約
は
、
婚
姻
中
、
い
つ
で
も
、

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
か
ら
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

ず
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
夫
婦
の
氏
） 

第
七
百
五
十
条 

夫
婦
は
、
婚
姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
夫
若
し
く

は
妻
の
氏
を
称
し
、
又
は
各
自
の
婚
姻
前
の
氏
を
称
す
る
。 

  

（
生
存
配
偶
者
の
復
氏
等
） 

第
七
百
五
十
一
条 

夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
生
存
配
偶
者
は
、
婚

姻
前
の
氏
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
同
居
、
協
力
及
び
扶
助
の
義
務
） 

第
七
百
五
十
二
条 

夫
婦
は
同
居
し
、
互
い
に
協
力
し
扶
助
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

  
（
夫
婦
間
の
契
約
の
取
消
権
） 

第
七
百
五
十
四
条 

夫
婦
間
で
し
た
契
約
は
、
婚
姻
中
、
い
つ
で
も
、
夫
婦
の

一
方
か
ら
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の
権
利
を

害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
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第
三
節 

婚
姻
の
当
事
者
の
財
産
関
係 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
の
財
産
関
係
） 

第
七
百
五
十
五
条 

婚
姻
の
当
事
者
が
、
婚
姻
の
届
出
前
に
、
そ
の
財
産
に
つ

い
て
別
段
の
契
約
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
財
産
関
係
は
、
次
款
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
間
の
財
産
契
約
の
対
抗
要
件
） 

第
七
百
五
十
六
条 

婚
姻
の
当
事
者
が
法
定
財
産
制
と
異
な
る
契
約
を
し
た
と

き
は
、
婚
姻
の
届
出
ま
で
に
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
婚
姻
の
当

事
者
の
承
継
人
及
び
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
の
財
産
関
係
の
変
更
の
制
限
等
） 

第
七
百
五
十
八
条 

婚
姻
の
当
事
者
の
財
産
関
係
は
、
婚
姻
の
届
出
後
は
、
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
、
他
の
一
方
の
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い

て
、
管
理
が
失
当
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
財
産
を
危
う
く
し
た
と
き

は
、
他
の
一
方
は
、
自
ら
そ
の
管
理
を
す
る
こ
と
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

〔
略
〕 

 

 
 

 
 

第
三
節 

夫
婦
財
産
制 

  

（
夫
婦
の
財
産
関
係
） 

第
七
百
五
十
五
条 

夫
婦
が
、
婚
姻
の
届
出
前
に
、
そ
の
財
産
に
つ
い
て
別
段

の
契
約
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
財
産
関
係
は
、
次
款
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

  

（
夫
婦
財
産
契
約
の
対
抗
要
件
） 

第
七
百
五
十
六
条 

夫
婦
が
法
定
財
産
制
と
異
な
る
契
約
を
し
た
と
き
は
、
婚

姻
の
届
出
ま
で
に
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
夫
婦
の
承
継
人
及
び

第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
夫
婦
の
財
産
関
係
の
変
更
の
制
限
等
） 

第
七
百
五
十
八
条 

夫
婦
の
財
産
関
係
は
、
婚
姻
の
届
出
後
は
、
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。 

２ 

夫
婦
の
一
方
が
、
他
の
一
方
の
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理

が
失
当
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
財
産
を
危
う
く
し
た
と
き
は
、
他
の

一
方
は
、
自
ら
そ
の
管
理
を
す
る
こ
と
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

３ 

〔
略
〕 
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（
財
産
の
管
理
者
の
変
更
及
び
共
有
財
産
の
分
割
の
対
抗
要
件
） 

第
七
百
五
十
九
条 

前
条
の
規
定
又
は
第
七
百
五
十
五
条
の
契
約
の
結
果
に
よ

り
、
財
産
の
管
理
者
を
変
更
し
、
又
は
共
有
財
産
の
分
割
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
婚
姻
の
当
事
者
の
承
継
人
及
び
第
三
者

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
婚
姻
費
用
の
分
担
） 

第
七
百
六
十
条 

婚
姻
の
当
事
者
は
、
そ
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
一
切
の
事
情

を
考
慮
し
て
、
婚
姻
か
ら
生
ず
る
費
用
を
分
担
す
る
。 

  

（
日
常
の
家
事
に
関
す
る
債
務
の
連
帯
責
任
） 

第
七
百
六
十
一
条 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
日
常
の
家
事
に
関
し
て
第
三
者

と
法
律
行
為
を
し
た
と
き
は
、
他
の
一
方
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務

に
つ
い
て
、
連
帯
し
て
そ
の
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
第
三
者
に
対
し
責
任

を
負
わ
な
い
旨
を
予
告
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
間
に
お
け
る
財
産
の
帰
属
） 

第
七
百
六
十
二
条 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
婚
姻
前
か
ら
有
す
る
財
産
及
び

婚
姻
中
自
己
の
名
で
得
た
財
産
は
、
そ
の
特
有
財
産
（
婚
姻
の
当
事
者
の
一

方
が
単
独
で
有
す
る
財
産
を
い
う
。
）
と
す
る
。 

２ 

婚
姻
の
当
事
者
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
明
ら
か
で
な
い
財
産
は
、
そ
の
共

 

（
財
産
の
管
理
者
の
変
更
及
び
共
有
財
産
の
分
割
の
対
抗
要
件
） 

第
七
百
五
十
九
条 

前
条
の
規
定
又
は
第
七
百
五
十
五
条
の
契
約
の
結
果
に
よ

り
、
財
産
の
管
理
者
を
変
更
し
、
又
は
共
有
財
産
の
分
割
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
夫
婦
の
承
継
人
及
び
第
三
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
婚
姻
費
用
の
分
担
） 

第
七
百
六
十
条 

夫
婦
は
、
そ
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し

て
、
婚
姻
か
ら
生
ず
る
費
用
を
分
担
す
る
。 

  

（
日
常
の
家
事
に
関
す
る
債
務
の
連
帯
責
任
） 

第
七
百
六
十
一
条 

夫
婦
の
一
方
が
日
常
の
家
事
に
関
し
て
第
三
者
と
法
律
行

為
を
し
た
と
き
は
、
他
の
一
方
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
に
つ
い
て
、

連
帯
し
て
そ
の
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
第
三
者
に
対
し
責
任
を
負
わ
な
い

旨
を
予
告
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  
（
夫
婦
間
に
お
け
る
財
産
の
帰
属
） 

第
七
百
六
十
二
条 

夫
婦
の
一
方
が
婚
姻
前
か
ら
有
す
る
財
産
及
び
婚
姻
中
自

己
の
名
で
得
た
財
産
は
、
そ
の
特
有
財
産
（
夫
婦
の
一
方
が
単
独
で
有
す
る

財
産
を
い
う
。
）
と
す
る
。 

２ 

夫
婦
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
明
ら
か
で
な
い
財
産
は
、
そ
の
共
有
に
属
す
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有
に
属
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。 

  

（
協
議
上
の
離
婚
） 

第
七
百
六
十
三
条 

婚
姻
の
当
事
者
は
、
そ
の
協
議
で
、
離
婚
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

  

（
離
婚
後
の
子
の
監
護
に
関
す
る
事
項
の
定
め
等
） 

第
七
百
六
十
六
条 

親
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
子
の
監
護
を
す
べ

き
者
、
親
と
子
と
の
面
会
及
び
そ
の
他
の
交
流
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用

の
分
担
そ
の
他
の
子
の
監
護
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
協
議
で
定
め

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
最
も
優
先
し
て
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
又
は
同
項
の
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
同
項
の
事
項
を
定
め
る
。 

３ 

〔
略
〕 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
は
、
監
護
の
範
囲
外
で
は
、
親
の
権
利
義
務
に

変
更
を
生
じ
な
い
。 

  

（
離
婚
に
よ
る
復
氏
等
） 

第
七
百
六
十
七
条 

婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
者
は
、
協
議
上
の
離
婚
に
よ

っ
て
婚
姻
前
の
氏
に
復
す
る
。 

る
も
の
と
推
定
す
る
。 

  

（
協
議
上
の
離
婚
） 

第
七
百
六
十
三
条 

夫
婦
は
、
そ
の
協
議
で
、
離
婚
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

（
離
婚
後
の
子
の
監
護
に
関
す
る
事
項
の
定
め
等
） 

第
七
百
六
十
六
条 

父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
子
の
監
護
を
す

べ
き
者
、
父
又
は
母
と
子
と
の
面
会
及
び
そ
の
他
の
交
流
、
子
の
監
護
に
要

す
る
費
用
の
分
担
そ
の
他
の
子
の
監
護
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
協

議
で
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
最
も
優
先
し
て
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
同
項
の
事
項
を
定
め
る
。 

３ 

〔
略
〕 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
は
、
監
護
の
範
囲
外
で
は
、
父
母
の
権
利
義
務

に
変
更
を
生
じ
な
い
。 

  

（
離
婚
に
よ
る
復
氏
等
） 

第
七
百
六
十
七
条 

婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
夫
又
は
妻
は
、
協
議
上
の
離

婚
に
よ
っ
て
婚
姻
前
の
氏
に
復
す
る
。 



 

七

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
婚
姻
前
の
氏
に
復
し
た
者
は
、
離
婚
の
日
か
ら
三
箇

月
以
内
に
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離

婚
の
際
に
称
し
て
い
た
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
離
婚
に
よ
る
復
氏
の
際
の
権
利
の
承
継
） 

第
七
百
六
十
九
条 

婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
者
が
、
第
八
百
九
十
七
条
第

一
項
の
権
利
を
承
継
し
た
後
、
協
議
上
の
離
婚
を
し
た
と
き
は
、
当
事
者
そ

の
他
の
関
係
人
の
協
議
で
、
そ
の
権
利
を
承
継
す
べ
き
者
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
又
は
同
項
の
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
同
項
の
権
利
を
承
継
す
べ
き
者
は
、
家
庭
裁
判
所
が
こ
れ
を
定

め
る
。 

  

（
裁
判
上
の
離
婚
） 

第
七
百
七
十
条 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
離

婚
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
五 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

（
子
の
氏
の
変
更
） 

第
七
百
九
十
一
条 

子
が
親
の
一
方
と
氏
を
異
に
す
る
場
合
に
は
、
子
は
、
家

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
婚
姻
前
の
氏
に
復
し
た
夫
又
は
妻
は
、
離
婚
の
日
か

ら
三
箇
月
以
内
に
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
離
婚
の
際
に
称
し
て
い
た
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
離
婚
に
よ
る
復
氏
の
際
の
権
利
の
承
継
） 

第
七
百
六
十
九
条 

婚
姻
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
夫
又
は
妻
が
、
第
八
百
九
十

七
条
第
一
項
の
権
利
を
承
継
し
た
後
、
協
議
上
の
離
婚
を
し
た
と
き
は
、
当

事
者
そ
の
他
の
関
係
人
の
協
議
で
、
そ
の
権
利
を
承
継
す
べ
き
者
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
同
項
の
権
利
を
承
継
す
べ
き
者
は
、
家
庭
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
。 

   

（
裁
判
上
の
離
婚
） 

第
七
百
七
十
条 

夫
婦
の
一
方
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
離
婚
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
一
～
五 

〔
略
〕 

２ 
〔
略
〕 

  

（
子
の
氏
の
変
更
） 

第
七
百
九
十
一
条 
子
が
父
又
は
母
と
氏
を
異
に
す
る
場
合
に
は
、
子
は
、
家
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庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
親
の
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

親
の
一
方
が
氏
を
改
め
た
こ
と
に
よ
り
子
が
親
の
双
方
と
氏
を
異
に
す
る

場
合
に
は
、
子
は
、
親
の
婚
姻
中
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
親
の
氏

又
は
そ
の
親
の
一
方
の
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

子
の
出
生
後
に
婚
姻
を
し
た
親
が
氏
を
異
に
す
る
婚
姻
の
当
事
者
で
あ
る

場
合
に
は
、
子
は
、
親
の
婚
姻
中
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
親
の
一

方
の
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
親
の
婚
姻
後
に
子
が
そ
の
氏

を
改
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４
・
５ 

〔
略
〕 

  

（
十
五
歳
未
満
の
者
を
養
子
と
す
る
縁
組
） 

第
七
百
九
十
七
条 

〔
略
〕 

２ 

法
定
代
理
人
が
前
項
の
承
諾
を
す
る
に
は
、
養
子
と
な
る
者
の
親
で
そ
の

監
護
を
す
べ
き
者
で
あ
る
も
の
が
他
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
養
子
と
な
る
者
の
親
で
親
権
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
が

あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

（
婚
姻
の
規
定
の
準
用
） 

庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
父
又
は
母
の
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

父
又
は
母
が
氏
を
改
め
た
こ
と
に
よ
り
子
が
父
母
の
双
方
と
氏
を
異
に
す

る
場
合
に
は
、
子
は
、
父
母
の
婚
姻
中
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
父

母
の
氏
又
は
そ
の
父
若
し
く
は
母
の
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

子
の
出
生
後
に
婚
姻
を
し
た
父
母
が
氏
を
異
に
す
る
夫
婦
で
あ
る
場
合
に

は
、
子
は
、
父
母
の
婚
姻
中
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
戸

籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
父
又
は
母

の
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
父
母
の
婚
姻
後
に
子
が
そ
の
氏

を
改
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４
・
５ 

〔
略
〕 

  

（
十
五
歳
未
満
の
者
を
養
子
と
す
る
縁
組
） 

第
七
百
九
十
七
条 

〔
略
〕 

２ 

法
定
代
理
人
が
前
項
の
承
諾
を
す
る
に
は
、
養
子
と
な
る
者
の
父
母
で
そ

の
監
護
を
す
べ
き
者
で
あ
る
も
の
が
他
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
養
子
と
な
る
者
の
父
母
で
親
権
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

（
婚
姻
の
規
定
の
準
用
） 



 

九

第
七
百
九
十
九
条 

第
七
百
三
十
八
条
及
び
第
七
百
三
十
九
条
の
規
定
は
、
縁

組
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
異
性
又

は
同
性
の
当
事
者
が
、
戸
籍
法
」
と
あ
る
の
は
、「
戸
籍
法
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

  

（
養
子
の
氏
） 

第
八
百
十
条 

養
子
は
、
養
親
の
氏
（
氏
を
異
に
す
る
婚
姻
の
当
事
者
が
共
に

養
子
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
養
子
が
十
五
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
養
親

の
協
議
で
定
め
た
養
親
の
一
方
の
氏
、
養
子
が
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

当
事
者
の
協
議
で
定
め
た
養
親
の
一
方
の
氏
）
を
称
す
る
。 

２ 

氏
を
異
に
す
る
婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
配
偶
者
の
嫡
出
で
あ
る
子
を
養

子
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
養
子
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
養
子

が
十
五
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
養
親
と
そ
の
配
偶
者
の
協
議
で
定
め
た
養

親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
（
配
偶
者
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
養
親
が
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
）
、
養
子
が
十
五

歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
の
協
議
で
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者

の
氏
（
配
偶
者
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
養
親

と
養
子
の
協
議
で
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
）
を
称
す
る
。 

３ 

〔
略
〕 

  

（
協
議
上
の
離
縁
等
） 

第
七
百
九
十
九
条 

第
七
百
三
十
八
条
及
び
第
七
百
三
十
九
条
の
規
定
は
、
縁

組
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

    

（
養
子
の
氏
） 

第
八
百
十
条 

養
子
は
、
養
親
の
氏
（
氏
を
異
に
す
る
夫
婦
が
共
に
養
子
を
す

る
場
合
に
お
い
て
、
養
子
が
十
五
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
養
親
の
協
議
で

定
め
た
養
親
の
一
方
の
氏
、
養
子
が
十
五
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
事
者

の
協
議
で
定
め
た
養
親
の
一
方
の
氏
）
を
称
す
る
。 

２ 

氏
を
異
に
す
る
夫
婦
の
一
方
が
配
偶
者
の
嫡
出
で
あ
る
子
を
養
子
と
す
る

場
合
に
お
い
て
、
養
子
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
養
子
が
十
五
歳

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
養
親
と
そ
の
配
偶
者
の
協
議
で
定
め
た
養
親
又
は
そ

の
配
偶
者
の
氏
（
配
偶
者
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
養
親
が
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
）
、
養
子
が
十
五
歳
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
当
事
者
の
協
議
で
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
（
配

偶
者
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
養
親
と
養
子
の

協
議
で
定
め
た
養
親
又
は
そ
の
配
偶
者
の
氏
）
を
称
す
る
。 

３ 

〔
略
〕 

  

（
協
議
上
の
離
縁
等
） 



  

一
〇

第
八
百
十
一
条 

〔
略
〕 

２ 
〔
略
〕 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
養
子
の
親
が
離
婚
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
協

議
で
、
そ
の
一
方
を
養
子
の
離
縁
後
に
そ
の
親
権
者
と
な
る
べ
き
者
と
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
又
は
同
項
の
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
同
項
の
親
の
一
方
又
は
養
親
の
請
求
に
よ
っ

て
、
協
議
に
代
わ
る
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
・
６ 

〔
略
〕 

  

（
婚
姻
の
当
事
者
で
あ
る
養
親
と
未
成
年
者
と
の
離
縁
） 

第
八
百
十
一
条
の
二 

養
親
が
婚
姻
の
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
未
成
年

者
と
離
縁
を
す
る
に
は
、
婚
姻
の
当
事
者
が
共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
婚
姻
の
規
定
の
準
用
） 

第
八
百
十
二
条 

第
七
百
三
十
八
条
、
第
七
百
三
十
九
条
及
び
第
七
百
四
十
七

条
の
規
定
は
、
協
議
上
の
離
縁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
七
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
異
性
又
は
同
性
の
当
事
者
が
、
戸
籍
法
」
と

あ
る
の
は
「
戸
籍
法
」
と
、
第
七
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
三
箇
月
」
と
あ

第
八
百
十
一
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
養
子
の
父
母
が
離
婚
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

協
議
で
、
そ
の
一
方
を
養
子
の
離
縁
後
に
そ
の
親
権
者
と
な
る
べ
き
者
と
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
同
項
の
父
若
し
く
は
母
又
は
養
親
の
請
求
に
よ
っ

て
、
協
議
に
代
わ
る
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
・
６ 

〔
略
〕 

  

（
夫
婦
で
あ
る
養
親
と
未
成
年
者
と
の
離
縁
） 

第
八
百
十
一
条
の
二 

養
親
が
夫
婦
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
未
成
年
者
と
離
縁

を
す
る
に
は
、
夫
婦
が
共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
夫
婦
の
一

方
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

   
（
婚
姻
の
規
定
の
準
用
） 

第
八
百
十
二
条 

第
七
百
三
十
八
条
、
第
七
百
三
十
九
条
及
び
第
七
百
四
十
七

条
の
規
定
は
、
協
議
上
の
離
縁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
二
項
中
「
三
箇
月
」
と
あ
る
の
は
、「
六
箇
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 



 

一
一

る
の
は
「
六
箇
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
養
親
の
共
同
縁
組
） 

第
八
百
十
七
条
の
三 

〔
略
〕 

２ 

婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
は
、
他
の
一
方
が
養
親
と
な
ら
な
い
と
き
は
、
養

親
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
他
の
一

方
の
嫡
出
で
あ
る
子
（
特
別
養
子
縁
組
以
外
の
縁
組
に
よ
る
養
子
を
除
く
。
）

の
養
親
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
養
親
と
な
る
者
の
年
齢
） 

第
八
百
十
七
条
の
四 

二
十
五
歳
に
達
し
な
い
者
は
、
養
親
と
な
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
養
親
と
な
る
婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
が
二
十
五
歳
に
達

し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
者
が
二
十
歳
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
親
の
同
意
） 

第
八
百
十
七
条
の
六 

特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
は
、
養
子
と
な
る
者
の
親
の

同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
親
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
又
は
親
に
よ
る
虐
待
、
悪
意
の
遺
棄
そ
の
他
養
子
と
な
る

者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

   

（
養
親
の
夫
婦
共
同
縁
組
） 

第
八
百
十
七
条
の
三 

〔
略
〕 

２ 

夫
婦
の
一
方
は
、
他
の
一
方
が
養
親
と
な
ら
な
い
と
き
は
、
養
親
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
他
の
一
方
の
嫡
出
で
あ
る
子

（
特
別
養
子
縁
組
以
外
の
縁
組
に
よ
る
養
子
を
除
く
。
）
の
養
親
と
な
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
養
親
と
な
る
者
の
年
齢
） 

第
八
百
十
七
条
の
四 

二
十
五
歳
に
達
し
な
い
者
は
、
養
親
と
な
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
養
親
と
な
る
夫
婦
の
一
方
が
二
十
五
歳
に
達
し
て
い
な

い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
者
が
二
十
歳
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

  

（
父
母
の
同
意
） 

第
八
百
十
七
条
の
六 

特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
は
、
養
子
と
な
る
者
の
父
母

の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
父
母
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
父
母
に
よ
る
虐
待
、
悪
意
の
遺
棄
そ
の
他
養
子

と
な
る
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 



  

一
二

  

（
子
の
利
益
の
た
め
の
特
別
の
必
要
性
） 

第
八
百
十
七
条
の
七 

特
別
養
子
縁
組
は
、
親
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監
護

が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
子
の
利
益
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
こ
れ

を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
実
方
と
の
親
族
関
係
の
終
了
） 

第
八
百
十
七
条
の
九 

養
子
と
実
方
の
親
及
び
そ
の
血
族
と
の
親
族
関
係
は
、

特
別
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
百
十
七
条
の
三
第
二

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
他
の
一
方
及
び
そ
の
血
族
と
の
親
族
関
係
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
親
権
者
） 

第
八
百
十
八
条 

成
年
に
達
し
な
い
子
は
、
親
の
親
権
に
服
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

３ 

親
権
は
、
親
の
婚
姻
中
は
、
親
が
共
同
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
親
の
一
方

が
親
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
一
方
が
行
う
。 

  

（
離
婚
又
は
認
知
の
場
合
の
親
権
者
） 

第
八
百
十
九
条 

親
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
で
、
そ
の

  

（
子
の
利
益
の
た
め
の
特
別
の
必
要
性
） 

第
八
百
十
七
条
の
七 

特
別
養
子
縁
組
は
、
父
母
に
よ
る
養
子
と
な
る
者
の
監

護
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
子
の
利
益
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
こ

れ
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
実
方
と
の
親
族
関
係
の
終
了
） 

第
八
百
十
七
条
の
九 

養
子
と
実
方
の
父
母
及
び
そ
の
血
族
と
の
親
族
関
係

は
、
特
別
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
百
十
七
条
の
三

第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
他
の
一
方
及
び
そ
の
血
族
と
の
親
族
関
係
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
親
権
者
） 

第
八
百
十
八
条 

成
年
に
達
し
な
い
子
は
、
父
母
の
親
権
に
服
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

３ 

親
権
は
、
父
母
の
婚
姻
中
は
、
父
母
が
共
同
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
父
母

の
一
方
が
親
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
一
方
が
行
う
。 

  

（
離
婚
又
は
認
知
の
場
合
の
親
権
者
） 

第
八
百
十
九
条 
父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
で
、
そ



 

一
三

一
方
を
親
権
者
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
裁
判
上
の
離
婚
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
親
の
一
方
を
親
権
者
と
定
め

る
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

５ 

第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
又
は
こ
れ
ら

の
規
定
の
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
親
の

一
方
の
請
求
に
よ
っ
て
、
協
議
に
代
わ
る
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

〔
略
〕 

  

（
親
の
一
方
が
共
同
の
名
義
で
し
た
行
為
の
効
力
） 

第
八
百
二
十
五
条 

親
が
共
同
し
て
親
権
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
親
の
一
方

が
、
共
同
の
名
義
で
、
子
に
代
わ
っ
て
法
律
行
為
を
し
又
は
子
が
こ
れ
を
す

る
こ
と
に
同
意
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
は
、
他
の
一
方
の
意
思
に
反
し
た

と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、

相
手
方
が
悪
意
で
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
利
益
相
反
行
為
） 

第
八
百
二
十
六
条 

親
権
を
行
う
親
と
そ
の
子
と
の
利
益
が
相
反
す
る
行
為
に

つ
い
て
は
、
親
権
を
行
う
者
は
、
そ
の
子
の
た
め
に
特
別
代
理
人
を
選
任
す

る
こ
と
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

の
一
方
を
親
権
者
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

裁
判
上
の
離
婚
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
父
母
の
一
方
を
親
権
者
と
定

め
る
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

５ 

第
一
項
、
第
三
項
又
は
前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
父
又
は
母
の
請
求
に
よ
っ

て
、
協
議
に
代
わ
る
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

〔
略
〕 

  

（
父
母
の
一
方
が
共
同
の
名
義
で
し
た
行
為
の
効
力
） 

第
八
百
二
十
五
条 

父
母
が
共
同
し
て
親
権
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
父
母
の

一
方
が
、
共
同
の
名
義
で
、
子
に
代
わ
っ
て
法
律
行
為
を
し
又
は
子
が
こ
れ

を
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
は
、
他
の
一
方
の
意
思
に
反

し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
た
だ

し
、
相
手
方
が
悪
意
で
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  
（
利
益
相
反
行
為
） 

第
八
百
二
十
六
条 

親
権
を
行
う
父
又
は
母
と
そ
の
子
と
の
利
益
が
相
反
す
る

行
為
に
つ
い
て
は
、
親
権
を
行
う
者
は
、
そ
の
子
の
た
め
に
特
別
代
理
人
を

選
任
す
る
こ
と
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 



  

一
四

  

（
第
三
者
が
無
償
で
子
に
与
え
た
財
産
の
管
理
） 

第
八
百
三
十
条 

無
償
で
子
に
財
産
を
与
え
る
第
三
者
が
、
親
権
を
行
う
親
に

こ
れ
を
管
理
さ
せ
な
い
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
財
産
は
、
そ
の
親

の
管
理
に
属
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
財
産
に
つ
き
親
が
共
に
管
理
権
を
有
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
第

三
者
が
管
理
者
を
指
定
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ
の

親
族
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、
そ
の
管
理
者
を
選
任
す
る
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

  

（
親
権
喪
失
の
審
判
） 

第
八
百
三
十
四
条 

親
に
よ
る
虐
待
又
は
悪
意
の
遺
棄
が
あ
る
と
き
そ
の
他
親

に
よ
る
親
権
の
行
使
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
子
の

利
益
を
著
し
く
害
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ
の
親
族
、
未
成

年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
親
に

つ
い
て
、
親
権
喪
失
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
二
年
以
内

に
そ
の
原
因
が
消
滅
す
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

   

（
親
権
停
止
の
審
判
） 

第
八
百
三
十
四
条
の
二 

親
に
よ
る
親
権
の
行
使
が
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る

  

（
第
三
者
が
無
償
で
子
に
与
え
た
財
産
の
管
理
） 

第
八
百
三
十
条 

無
償
で
子
に
財
産
を
与
え
る
第
三
者
が
、
親
権
を
行
う
父
又

は
母
に
こ
れ
を
管
理
さ
せ
な
い
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
財
産
は
、

父
又
は
母
の
管
理
に
属
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
財
産
に
つ
き
父
母
が
共
に
管
理
権
を
有
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、

第
三
者
が
管
理
者
を
指
定
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ

の
親
族
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、
そ
の
管
理
者
を
選
任
す
る
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

  

（
親
権
喪
失
の
審
判
） 

第
八
百
三
十
四
条 

父
又
は
母
に
よ
る
虐
待
又
は
悪
意
の
遺
棄
が
あ
る
と
き
そ

の
他
父
又
は
母
に
よ
る
親
権
の
行
使
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ

と
に
よ
り
子
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ

の
親
族
、
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
そ
の
父
又
は
母
に
つ
い
て
、
親
権
喪
失
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
二
年
以
内
に
そ
の
原
因
が
消
滅
す
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

  

（
親
権
停
止
の
審
判
） 

第
八
百
三
十
四
条
の
二 

父
又
は
母
に
よ
る
親
権
の
行
使
が
困
難
又
は
不
適
当



 

一
五

こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
を
害
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ
の
親

族
、
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、

そ
の
親
に
つ
い
て
、
親
権
停
止
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

〔
略
〕 

  

（
管
理
権
喪
失
の
審
判
） 

第
八
百
三
十
五
条 

親
に
よ
る
管
理
権
の
行
使
が
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ

と
に
よ
り
子
の
利
益
を
害
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ
の
親
族
、

未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の

親
に
つ
い
て
、
管
理
権
喪
失
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

（
親
権
又
は
管
理
権
の
辞
任
及
び
回
復
） 

第
八
百
三
十
七
条 

親
権
を
行
う
親
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、

家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
親
権
又
は
管
理
権
を
辞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
親
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、

親
権
又
は
管
理
権
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
未
成
年
後
見
人
の
指
定
） 

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
を
害
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、

そ
の
親
族
、
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に

よ
り
、
そ
の
父
又
は
母
に
つ
い
て
、
親
権
停
止
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
管
理
権
喪
失
の
審
判
） 

第
八
百
三
十
五
条 

父
又
は
母
に
よ
る
管
理
権
の
行
使
が
困
難
又
は
不
適
当
で

あ
る
こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
を
害
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ

の
親
族
、
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ

り
、
そ
の
父
又
は
母
に
つ
い
て
、
管
理
権
喪
失
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

  

（
親
権
又
は
管
理
権
の
辞
任
及
び
回
復
） 

第
八
百
三
十
七
条 

親
権
を
行
う
父
又
は
母
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
親
権
又
は
管
理
権
を
辞
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 
前
項
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
父
又
は
母
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可

を
得
て
、
親
権
又
は
管
理
権
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
未
成
年
後
見
人
の
指
定
） 



  

一
六

第
八
百
三
十
九
条 

〔
略
〕 

２ 
親
権
を
行
う
親
の
一
方
が
管
理
権
を
有
し
な
い
と
き
は
、
他
の
一
方
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
未
成
年
後
見
人
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
親
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
選
任
の
請
求
） 

第
八
百
四
十
一
条 

親
が
親
権
若
し
く
は
管
理
権
を
辞
し
、
又
は
親
に
つ
い
て

親
権
喪
失
、
親
権
停
止
若
し
く
は
管
理
権
喪
失
の
審
判
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
未
成
年
後
見
人
を
選
任
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
親
は
、
遅

滞
な
く
未
成
年
後
見
人
の
選
任
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
法
定
相
続
分
） 

第
九
百
条 

同
順
位
の
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
相
続
分
は
、
次
の

各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
～
三 

〔
略
〕 

 

四 

子
、
直
系
尊
属
又
は
兄
弟
姉
妹
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
各
自
の
相
続
分

は
、
相
等
し
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
親
の
一
方
の
み
を
同
じ
く
す
る

兄
弟
姉
妹
の
相
続
分
は
、
親
の
双
方
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
姉
妹
の
相
続
分

の
二
分
の
一
と
す
る
。 

  

（
特
別
受
益
者
の
相
続
分
） 

第
八
百
三
十
九
条 

〔
略
〕 

２ 

親
権
を
行
う
父
母
の
一
方
が
管
理
権
を
有
し
な
い
と
き
は
、
他
の
一
方
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
未
成
年
後
見
人
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
父
母
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
選
任
の
請
求
） 

第
八
百
四
十
一
条 

父
若
し
く
は
母
が
親
権
若
し
く
は
管
理
権
を
辞
し
、
又
は

父
若
し
く
は
母
に
つ
い
て
親
権
喪
失
、
親
権
停
止
若
し
く
は
管
理
権
喪
失
の

審
判
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
未
成
年
後
見
人
を
選
任
す
る
必
要
が
生
じ
た

と
き
は
、
そ
の
父
又
は
母
は
、
遅
滞
な
く
未
成
年
後
見
人
の
選
任
を
家
庭
裁

判
所
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
法
定
相
続
分
） 

第
九
百
条 

同
順
位
の
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
相
続
分
は
、
次
の

各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
～
三 

〔
略
〕 

 

四 

子
、
直
系
尊
属
又
は
兄
弟
姉
妹
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
各
自
の
相
続
分

は
、
相
等
し
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
父
母
の
一
方
の
み
を
同
じ
く
す

る
兄
弟
姉
妹
の
相
続
分
は
、
父
母
の
双
方
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
姉
妹
の
相

続
分
の
二
分
の
一
と
す
る
。 

  

（
特
別
受
益
者
の
相
続
分
） 



 

一
七

第
九
百
三
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

婚
姻
期
間
が
二
十
年
以
上
の
婚
姻
の
当
事
者
の
一
方
で
あ
る
被
相
続
人

が
、
他
の
一
方
に
対
し
、
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
又
は
そ
の
敷
地
に

つ
い
て
遺
贈
又
は
贈
与
を
し
た
と
き
は
、
当
該
被
相
続
人
は
、
そ
の
遺
贈
又

は
贈
与
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
も

の
と
推
定
す
る
。 

第
九
百
三
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

婚
姻
期
間
が
二
十
年
以
上
の
夫
婦
の
一
方
で
あ
る
被
相
続
人
が
、
他
の
一

方
に
対
し
、
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
又
は
そ
の
敷
地
に
つ
い
て
遺
贈

又
は
贈
与
を
し
た
と
き
は
、
当
該
被
相
続
人
は
、
そ
の
遺
贈
又
は
贈
与
に
つ

い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
も
の
と
推
定
す

る
。 

 
 

 


